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6月4日（現地、以下同様）、ブラジルのマンテガ財務大臣は、外国人投資家による債券投資にかかる

 

ブラジル現地への為替送金時の金融取引税（以下、IOF税）を、6％から0％に引き下げると発表しました。

 

適用は6月5日からの予定です。

ブラジルの金融取引税の引き下げについて
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＜IOF税率引き下げの背景＞

同大臣は「IOF税を6％に引き上げた当時は、世界中の巨額な流動性がブラジルに流入する怖れがあった。

 

現在、市場は正常化し、米国FRB（米国連邦準備制度理事会）が金融拡張的な政策を後退させる動きもあ

 

り、今回の措置を取った」と説明しています。2010年10月にブラジル・レアル高抑制策として、政府は

 

IOF税の税率を6％に引き上げましたが、足元ではFRBが量的金融緩和策の規模を縮小し、金融政策の正

 

常化に着手するとの見方があったほか、レアルが対米ドルで軟調な推移となっていたことが今回の措置の

 

背景として考えられます。なお、同大臣は「インフレ対策として、レアルを操作するつもりはない」とも

 

述べています。

以上

＜債券投資にかかる為替取引に対するIOF税の経緯＞

(1)ブラジル政府は、2008年3月13日にブラジル・レアルの急伸を抑制するため、法令（Decree6391）を公
布し、外国人投資家がブラジル国債等の債券購入時に、ブラジル国内へ送金する為替取引について1.5％
のIOF税の課税を発表しました。

(2)2008年10月23日に金融危機への対応として、(1)の為替取引にかかるIOF税の税率を0％に引き下げまし
た。

(3)2009年10月19日、ブラジル政府はブラジル・レアル高騰抑制策として、IOF税の税率を2％に引き上げ
るとともに、債券投資および株式投資にかかる為替取引に対して課税する旨を発表しました。

(4)2010年10月4日、ブラジル政府はブラジル・レアル高騰抑制策として、債券投資にかかる為替取引に対
するIOF税の税率を4％に引き上げる旨を発表しました。

(5)2010年10月18日、ブラジル政府はブラジル・レアル高騰抑制策として、債券投資にかかる為替取引に
対するIOF税の税率を6％に引き上げました。

(6)2013年6月4日、ブラジル政府は、債券投資にかかる為替取引に対するIOF税の税率を0％に引き下げる
ことを発表しました。（今回の措置）

＜今後の見通し＞

今回の措置は市場の引け後に発表されたため、現状では市場の反応は現地5日の動向を待つことになり

 

ます。残存年限の長いブラジル国債の利回りは10％台にあり、魅力的な水準にあると思われます。また、

 

今回の措置により、外国人投資家からの債券投資への資金流入も期待されるため、ブラジル・レアルが上

 

昇する可能性が考えられます。



 
 
 
 

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて 

手数料等およびリスクについて 

 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店
担当者）経由で国内委託取引を行う場合、約定代金に対して最大 1.20750％（但し、

最低 2,625 円）の委託手数料（税込）が必要となります。また、外国株式等の外

国取引にあたっては、現地諸費用等を別途いただくことがあります。 

 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動による損失が生じるおそれがありま
す。また、外国株式等の売買等にあたっては価格変動のほかに為替相場の変動等

による損失が生じるおそれがあります。 

 信用取引を行うにあたっては、売買代金の 30％以上で、かつ 30 万円以上の委託保
証金が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うこと

ができることから、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあり

ます。 

 債券を当社との相対取引により売買する場合は、その対価（購入対価・売却対価）
のみを受払いいただきます。円貨建て債券は、金利水準の変動等により価格が上

下し、損失を生じるおそれがあります。外貨建て債券は、金利水準の変動に加え、

為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、債券の発行者ま

たは元利金の支払いを保証する者の財務状況等の変化、およびそれらに関する外

部評価の変化等により、損失を生じるおそれがあります。 

 投資信託をお取引していただく際に、銘柄ごとに設定された販売手数料および信
託報酬等の諸経費、等をご負担いただきます。また、各商品等には価格の変動等

による損失を生じるおそれがあります。 

ご投資にあたっての留意点 

 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等
書面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。 

 外国株式、外国債券の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開
示が行われていないものもあります。 
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